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１．問題の所在

（１） はじめに

マルチメディア時代の到来を受けて，情報のデジタ

ル化によって既存情報は改変が容易になり，そのこと

によって様々な問題が生じている。そのうち，最大の

難関はマルチメディア・コンテンツを制作するときの

素材の権利処理である(1)。特に，経済財としてのマル

チメディア・コンテンツを機能させる条件を整える際

に，著作者人格権侵害の可能性は飛躍的に増加するこ

とは必定であり，著作者人格権の「処理」問題は避け

て通ることはできない。一方，21 世紀の重要な財産で

あるマルチメディア・コンテンツの発展にとって，同

一性保持権は足枷となる可能性もあり，その範囲を限

定すべきであるとする提唱もある(2)。それゆえ，21 世

紀の現在では，極めて重要なマルチメディアという文

化をいかにして発展させてゆくべきかという問題と，

著作者人格権をある程度，尊重をすることとのバラン

スをとりながら著作者人格権の処分(3)の意義がどのよ

うに形成されているかを明らかにすることは喫緊の課

題である。このような認識から，著作者人格権の処分

に関する問題について，如何なる場合において著作権

法の下でかかる処分を認めるかという問題に関しては

いろいろな議論があるところである。

日本において 2006 年改正の信託法の第 2条は，「こ

の法律において『信託』とは，……特定の者が一定の

目的……に従い財産の管理又は処分及びその他の当該

目的の達成のために必要な行為をすべきもの」と定義

する。ただし，それに重要な制限がある。これは，信

託の対象となるのは「財産」または「財産権」のみ認

められるのに対して，著作権法において，著作者人格

権は，創作と同時に著作者に原始的に帰属し，譲渡・

相続できないという著作者人格権の一身専属的な権利

との関係で，人格権または人格的利益は「譲渡するこ

とができない」と規定されたところ（著作権 59 条，民

896 条但書），この 59 条の定めが著作者人格権は著作

者の人格的利益を保護するものであり，著作者以外の
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近時，著作者人格権についての処分問題が争われた事例は多く見られ，如何なる場合に如何なる判断基準・

構成要件で著作者人格権の「処分」を認めるかという問題が注目されている。中国は日本の著作権法における

著作者人格権（同一性保持権を含む）の規定に近い制度を制定法上有しており，かつ，中国においては従来か

ら同様の問題が存在しているが，以前からこの問題に関する研究が展開され，議論の蓄積があるようにもみえ

る。そこで，本稿では中国法を手がかりとして，中国著作権法における著作者人格権の処分の意義や対応のあ

り方，特に法理論や裁判実務の動向を明らかにするとともに，日本法の現状と比較し，中国法の議論が日本の

どの議論と結び付けることができるのかを明らかにした上で，日本法の著作者人格権の処分問題についての解

釈の方向性を提示する。
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者にそれを行使するか否かということの決定を委ねた

のでは，法が保護を与えたそもそもの意味が失われて

しまうからである，と解されている(4)からである。そ

のため，著作者が利用者に対して，著作権を全部譲渡

したり，著作物の利用許諾を行ったり，著作（財産権）

権が著作者から著作権管理団体に信託譲渡されたりし

ても，著作者人格権は譲渡性がないとされるため，そ

れは依然として著作者の下に残ることなる。しかし，

著作者人格権に属する権利が極めて多様化し，種々の

権利間の関係も複雑化している。さらに言えば，技術

の発展に伴い，マルチメディア・コンテンツに関して，

著作者人格権のうち特に「意に反する改変を受けない

権利」と言われる同一性保持権（著作権 20 条）に関す

る問題も多様化してきており，著作者人格権は権利範

囲ないし権利行使態様の側面から著作（財産）権との

間で重複・錯綜を来す場合の生ずることがある(5)。著

作者人格権といっても，その内容となる個々の権利に

は特性があることから，著作者人格権，特に同一性保

持権の権利範囲に関する困難な問題を引き起こしてき

た。具体的に言えば，このような著作者人格権「処理」

についての解釈問題や，同一性保持権侵害の除外項目

を定める著作権法 20 条 2項 4 号の「やむを得ないと

認められる改変」に関する解釈問題として論じられて

いるが，著作者人格権の基本的意義と，著作権はその

全部又は一部を譲渡することができるとされつつ（著

作権 61 条 1項），「著作権を譲渡する契約において，第

27条（翻訳権，翻案権等）又は第 28 条（二次的著作物

の利用に関する原著作者の権利）に規定する権利が譲

渡の目的として特掲されていないときは，これらの権

利は譲渡した者に留保されたものと推定する」旨を定

める著作権法 61 条 2項の下での「著作者」または「著

作権者」の利益を保護する趣旨に関わる問題について

はまだ議論の余地はある。結果として，著作権者の許

諾を得て信託譲渡して信託が設定されたとしても，同

一性保持権侵害の問題が生じる可能性がある。また，

著作者と管理団体の間で同一性保持権の不行使特約を

結ぶことで同一性保持権の及ぶ範囲が限定されている

が，そもそも内容的に重複のある著作（財産）権と著

作者人格権をあえて分離し，両者の性質を全く異なる

ものとすることの問題もある(6)。

それゆえ，しばしば著作財産権と著作者人格権との

衝突が生じる(7)。特に，著作物の経済的価値と著作者

の人格権価値（利益）とは常に微妙な関係にあり，ど

ちらに極端に傾いても，「創作者の精神的満足」あるい

は「著作物創作へのインセンティブ・利用・流通」の

いずれかに歪みが生じ，著作権システムが機能不全に

陥る(8)。このように，マルチメディアという環境の出

現によって著作権法をはじめとする著作者人格権の処

理問題の意義についての検討が必要になってきている

とともに，著作者人格権を害せずにその権利処理をい

かにして円滑に行うのか，現代通信業発展の阻害にな

らないようにすることも重要であることに鑑み，マル

チメディアの振興のためには，著作者人格権の処分問

題のあり方についての検討がますます重要となってき

ている。

（２） 判例と学説の緊張関係

（ａ） 判 例

（ａａ） 著作権譲渡における特掲要件に関するもの

このような中，近時，著作者人格権についての処分

問題が争われた事例は見られ，如何なる場合に如何な

る判断基準・構成要件で著作者人格権の「処分」を認

めるかという問題が注目されている。そのうち，電

子・電気・通信機械器具並びに部品・付属品の製造，

販売，賃貸及び輸出入等を目的とする株式会社 Pの製

造販売する振動制御器 F3に組み込まれたプログラム

につき Pから委託を受け開発した通信機器，電子計測

機器及びこれらの部分品の設計製造販売及び輸入販売

並びに電子計算機及び電子計算機周辺端末機器（装

置）のハードウェア及びソフトウェアの設計製造販売

及び輸入販売等を目的とする株式会社Qが，Pによる

振動制御システム K2 及び P 製品を販売する行為は，

Qの有する翻案権を侵害するとして，Q製品の頒布等

の差止め及び損害賠償を求めた事件において，裁判所

は，プログラムの著作権は，Qと Pとの間の契約に基

づいて P に譲渡されたことにより，P に帰属し，ま

た，本件プログラムの翻案権についても，著作権法 61

条 2項の推定にかかわらず，本件においては，Qから

Pに譲渡する旨の Qと P間の合意を認めることがで

きるから，当該合意に基づき Pが翻案権を有するとい

うべきであり，また，Q による本件解除によって，

いったん Pに帰属した権利が Qに復帰するものでは

ないなどとして，控訴を棄却した(9)。

この判決のほかに，地方公共団体（彦根市）である

債権者が，彦根城築城 400 年祭の開催に当たり，これ

を主催する団体として設立された 400 年祭委員会が，
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仕様書に基づいて彦根城築城 400 年祭のイメージキャ

ラクター等を募集し，これに応じて相手方（債務者）

が応募三枚のイラストからなる本件各イラストがイ

メージキャラクターとして採用された後，本件各イラ

ストの著作権は，400 年祭委員会に譲渡されたものの，

債務者及び債務者のイラストレーターが本件各イラス

トに類似するイラストを使用する相手方らの行為がそ

の複製権ないし翻案権を侵害する等と主張して，本件

各イラストに類似するイラストを使用した商品の製

造，販売，頒布等の差止め等を求めた事件において，

裁判所は，「著作権法 61 条 2項は，……著作権の譲渡

契約がなされた場合に直ちに著作権全部の譲渡を意味

すると解すると著作権者（譲渡人）の保護に欠けるお

それがあることから，翻案権や二次的著作物の利用に

関する原著作者の権利等を譲渡する場合には，これを

特に掲げて明確な契約を締結することを要求したもの

であり，このような同法 61 条 2項の趣旨からすれば，

『特掲され』たというためには，譲渡の対象にこれらの

権利が含まれる旨が契約書等に明記されることが必要

であり，契約書に，単に『著作権等一切の権利を譲渡

する』というような包括的な記載をするだけでは足り

ず，譲渡対象権利として，著作権法 27条や 28 条の権

利を具体的に挙げることにより，当該権利が譲渡の対

象となっていることを明記する必要があるというべき

である。」とした上で，「本件契約書においても，本件

仕様書においても，『著作権等一切の権利は 400 年祭

委員会に帰属する』旨を規定するのみで，翻案権等が

譲渡対象として具体的に明示されていない。したがっ

て，著作権法 61 条 2項の特掲があったとはいえない

から，翻案権は譲渡人に留保されたものと推定され

る。」「本件契約書には，別紙として『仕様書』が添付

され，……仕様書においては，『キャラクターは，着ぐ

るみ等を作成する場合もあるので，立体的な使用も考

慮すること。』『採用された……キャラクターは，400

年祭委員会および同委員会が許可した団体等のイン

ターネットホームページや出版物，PR用ツール等に

対して自由に使用する。』ことが定められていたもの

である。このように，本件契約書ないし本件仕様書で

は，『キャラクター』の立体使用の予定を明示している

のであり，他方で，……400 年祭委員会が，立体使用を

予定している『キャラクター』を『自由に使用する』

旨が定められている。このような規定の内容に加え

て，……本件各イラストが，彦根城築城 400 年祭のイ

メージキャラクターとして，同祭で実施される各種行

事や広報活動等に広く利用されることを予定して 400

年祭委員会に採用されたものであることなどを総合的

に勘案すると，本件契約書においては，400 年祭委員

会が立体物については自由に作成・使用することがで

きることが示されているといえる。したがって，本件

各イラストに基づいて立体物を作成することは，これ

が原著作物の変形による二次的著作物の創作と評価さ

れるものであったとしても，このようなことをなし得

る権利（翻案権）は，本件契約により 400 年祭委員会

に譲渡されたものと認めるのが相当である。この限度

で，著作権法 61 条 2項の推定を覆す事情があるとい

うことができる」(10)とした。

（ｂｂ） 同一性保持権侵害の成否が争われたもの

以上に対して，庭園の設計等を業とする造園家（債

権者）が，大阪市北区に所在する複合施設である「新

梅田シティ」内の庭園を設計した著作者であると主張

して，著作者人格権（同一性保持権）に基づき，同庭

園内に「希望の壁」と称する工作物を設置しようとす

る債務者に対し，その設置工事の続行の禁止を求める

仮の地位を定める仮処分を申し立てた事件において，

裁判所は，本件庭園は，設計者の思想，感情が表現さ

れたものといえるから，その著作物性を認めるのが相

当であり，「本件工作物の設置は，著作者である債権者

の意思に反した本件庭園の改変に当た」り，「本件工作

物の設置は，本件庭園の既存施設であるカナルや花渦

を物理的に改変せずに行うものであることから，著作

権法 20 条 2項 2号が定める中では，『模様替え』に相

当する」ものの，「著作物性のある建築物の所有者が，

同一性保持権の侵害とならないよう増改築等ができる

のは，経済的，実用的な観点から必要な範囲の増改築

であり，かつ，個人的な嗜好に基づく恣意的な改変で

はない場合に限られるとすることは，建築物所有者の

権利に不合理な制約を加えるものであり，相当ではな

い。」「建築物の所有者は建築物の増改築等をすること

ができるとしても，一切の改変が無留保に許容されて

いると解するのは相当でなく，その改変が著作者との

関係で信義に反すると認められる特段の事情がある場

合はこの限りではないと解する余地がある。」とした

上で，「本件庭園は，複合商業施設である新梅田シティ

と一体をなすものであり，市場動向や流行に従って，

その設備を適宜に更新していく必要があることは，債
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権者も理解していたはずであること，債権者は，本件

庭園の設計当初から，旧花野について，将来新たな建

築がされることを予見していたこと，平成 18 年改修

の際も，一定の改変は受忍するともとれる趣旨を述べ

ていること，債務者は，本件工作物を設置する場所の

検討に当たって，一応，債権者の意見を聴取し，一定

程度反映させていること，以上の点を指摘することが

できるのであって，これらを総合すると，本件工作物

の設置について，本件庭園の著作者である債権者との

関係で，信義に反すると認められる特段の事情がある

とまではいえない。」(11)と判断した。

なお，「増改築」に関する 20 条 2項 2号の適用を認

めたリーディングケースとして知られる庭園及び建

物・彫刻の移築に関して同一性保持権侵害の成否が争

われた東京地決平成 15・6・11判時 1840号 106頁で

は，傍論ではあるものの，「（20 条 2項 2号）の予定し

ているのは，経済的・実用的観点から必要な範囲の増

改築であって，個人的な嗜好に基づく恣意的な改変や

必要な範囲を超えた改変が，同号の規定により許容さ

れるものではない」との説示を示した上で，移築工事

の公共性や必要性，改変の方法等を考慮し，同号の適

用が肯定された。

（ｂ） 学 説

著作権法 61 条 2項の意義について，実用的な範囲

を超えた美的な価値の観点からの改変等に対して，学

説からは，同号の適用を否定する見解が多くある。例

えば，加戸守行は，「本項（61 条 2項）創設にあたり念

頭にありましたのは懸賞募集のように，画一的フォー

ムの一方的契約約款による著作権譲渡のケースで

あっ」たとし，「雑誌において，『応募した作品の著作

権は当社に帰属する』という募集要項を定めている場

合におきましては，単に著作権と書いているにすぎな

いときは，映画化権とか翻訳権といった権利は応募し

た作者に残っているものと考えるというのが本項の規

定でございます。全く対等の契約当事者間の著作権譲

渡契約の場合のように原権利者において一定の権利を

留保する機会や地位が認められる場合はともかく，画

一的な契約約款によって譲受人側の一方的意思に対す

る抗弁の余地が実際上存しない形において締結される

契約にあっては，経済的に弱者の地位にある著作者側

を保護する必要性が強く認められるからであります。」

と述べる(12)。さらに，改変の態様・範囲・目的，建築

物の創作性・美術性の程度・特徴・用途といったファ

クターを考慮して，建築家と所有者の利益の比較考慮

により改変の拒否を決すべきとする見解もある(13)。

もっとも，この規定は，一方的約款に限定されるもの

ではなく，立法論としては削除すべきであり，明文の

契約で特掲されていなくとも，当事者の意思解釈，業

界の慣行，条理等の諸般の状況から特掲されていたと

みることが妥当であるとの中山信弘の見解もある(14)。

以上の議論とは別に，学説には，著作物の性質から，

著作物譲渡の段階において変容が予定されているもの

として，同一性保持権の行使が想定できる範囲内で改

変の必要性が発生する場合はある程度著作者人格権の

処分を認めている。相手方の著作物の利用に対する予

測可能性を奪うことになる結果，対価そのほかの点で

不利な条件で著作権に関する契約が取り交わされた

り，契約自体が破綻となる可能性もないわけではな

く，かえって，著作者の保護にならないことになりか

ねない，という側面の問題を除いて，著作者人格権と

著作権との間に法技術的な重なりが認められる以上，

著作者人格権の不行使契約を締結することができない

わけではなく，原則として不行使特約の有効性を認め

るべきであり，「デジタル化時代が到来し，誰もが簡単

に著作物を利用することができ，改変も容易であると

いう時代を迎えた現在，著作者人格権の放棄(15)という

手段を容認することが，著作物の円滑な利用を促し，

ひいては著作者に還流する対価を増大せしめることに

なる」と主張するものである(16)。ただ，この場合に

は，放棄可能とする解釈は採用され得るとしても放棄

の態様に応じた検討も必要であり，同一性保持権は放

棄できないという考え方は採用し得ないとされる(17)。

さらに，最近では，「人格価値の保護という著作者人

格権の趣旨を通貫するに際して，著作物の流通・取引

の円滑な発展にも考慮する必要があることと，その範

囲が具体的かつ明確に定められた限定的不行使の同意

のみが，現行法上は許容されるべきである」とされて

いる(18)。このように，著作者人格権の処分の可否とい

う問題は，日本においてアクチュアリティーをもって

議論されている課題である。

（３） 本稿の課題と構成

このような日本の問題と類似して，中国でも，90 年

代から著作者人格権の処分（譲渡）の可能性に関する

ケースが頻発し，その後，広告標語を募集する際の著
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作者人格権の処分（譲渡）問題をめぐる訴訟が多数提

起されるようになった。そして，1993年 12月 29 日に

解釈による特定目的の範囲内で著作者人格権の処分を

認める判決（(1993)徐民初字第 1360号）が下され，そ

こでは，著作者人格権の譲渡の意義について新たな考

え方が示され，理論と実務双方に大きな衝撃を与えて

いる。翻って日本の状況を見ると，現在では著作権法

における著作者人格権の譲渡の意義については必ずし

も意見の一致があるわけではない一方で，いくつかの

状況では例外的な処理ないしその必要性が認められて

いる裁判実務や見解も見られる。このように，マルチ

メディア時代における著作権法の著作者人格権の処分

問題について，これまであまり先行研究のなかった中

国法の議論がどの程度日本法にとって参考になるのか

を検討する意義はある。そこで，本稿では，中国法を

手がかりとして，中国著作権法における著作者人格権

の処分の意義や対応のあり方，特に法理論や裁判実務

の動向を明らかにするとともに，日本法の現状と比較

し，日本法における著作者人格権の処分の意義と今後

のあり方について今後の検討作業のための素材を提供

したい。なお，既に上で指摘したように，著作者人格

権の処分問題については，著作者人格権の不行使特約

の有効性や著作者人格権の放棄などが含まれており，

きわめて多岐にわたる論点がある。そこで，本稿は，

著作者人格権の処分に関する具体的な議論に立ち入ら

ず，中国法の議論が日本のどの議論と結び付けて考え

ることができるのかを明らかにした上で，日本法の著

作者人格権の処分問題についての解釈の方向性を提示

することを目的とする。中国法を扱うのは，中国は日

本の著作権法における著作者人格権（同一性保持権を

含む）の規定に近い制度を制定法上有しており，かつ，

中国においては従来から同様の問題が存在しており，

以前からこの問題に関する研究が展開され，議論の蓄

積があるようにもみえるため，日本法と比較検討する

素材として興味深いと考えられるためである。

以上のような指摘を参考しながら，その出発点とし

てまず第 2項では，中国の著作権法における著作者人

格権の処理についての規律を概観する。これを踏まえ

て，中国法の議論がどの程度日本法の参考になるかに

ついて検討する（第 3）。第 4が結章となる。

２．著作権法・信託法における著作者人格権の処

理に関する中国法の規律

（１） 著作者人格権の概要〜前提となる知見

18 世紀のフランスを中心とする欧米諸国において

は，著作権集中管理団体を設立し，その管理の範囲を

伝統的な著作権からマルチメディア・コンテンツにお

ける著作権へ拡張適用しており，管理モデルの選択に

おいては信託方式を採用した。このように，マルチメ

ディア時代における著作者人格権の処理問題を円滑に

解決するために，信託に関しても，その活用は拡大し

つつあり，著作権者は管理団体に権利を信託譲渡する

ことで，著作者人格権の処理問題が解決されている。

このような中，中国でもマルチメディアが発展しつ

つあるが，より古い歴史のある欧米諸国や日本など先

進国の法理論や実務を参照した上で，2001 年に改訂し

た著作権法（主席令第 58号）においては法律をもって

著作権集中管理制度が信託の仕組みを採用して設計で

きることを明らかにした。また，著作権集中管理団体

の活動を規範化し，著作者と著作権にかかわる権利者

による権利の行使，それに利用者による作品の利用を

便利にするために，2004年に著作権集団管理条例（国

務院令第 429号）が施行された。1990 年の旧著作権法

（主席令第 31号）には，著作（財産）権の使用許可に

関する規定のみが含まれ，著作権の譲渡に関する規定

はなかったが，2001 年に改正された著作権法及び

2010 年の現行著作権法（主席令第 26号）は，その内容

の 1つとして，著作者は著作（財産）権の全てまたは

一部を譲渡することができると明示的に規定した。具

体的に言えば，現行著作権法において，著作物の譲渡

については，著作者は財産権の全てまたは一部を譲渡

することができる（著作権 10 条 1項の(5)〜(17)）権

利を規定し，譲渡により報酬を取得する権利もあ

る(19)。しかし，著作者人格権の譲渡性に関する規定は

一切定められなかった。にもかかわらず，近年，著作

権取引センターを設立するとともに実務業界では「こ

のセンターの設立は著作権信託事業の先例を開き」と

言い始めた(20)。こうした著作権集団管理組織の設立

に伴って，著作者人格権を含む著作権が信託の対象と

なりうるかどうかが議論の対象となってきている(21)。

以下，まず制定法の概要を確認する。

（ａ） 信託法 2条

中国では，信託法制度において，信託は財産管理方
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法の 1つとして存在しており，信託に利用できる財産

があることが前提と指摘されている(22)。

2001 年信託法（主席令第 50号）の第 2条は，「本法

において信託とは，……委託者の財産権を受託者に委

託し，……受益者の利益または特定の目的のために，

財産を管理又は処分を行う行為を言う。」と規定する。

この第 2 条は，委託者の受託者に対する信任に基づ

き，委託者が受託者に信託財産を処分する方法などを

「委託」し，信託財産を管理または処分する行為を信託

と定義づけたものである(23)。また，かかる文言をもと

に，著作権を含む知的財産などを信託財産の対象とす

ることができることを明らかにした。

また，この規定については，信託法制定の際に，

2000 年 4月に全国人民代表大会財政経済委員会によ

り提出された修正意見書において，法案審議の段階で

は，「……委託者の財産権を受託者に移転又はその他

の処分を為し，他人をして信託目的のために財産を管

理又は処分をなさしめる行為をいう。」と提案された

が，「委託」には財産権の移転が伴わないため，最終的

に施行された法律ではこの財産(権)の「移転」を「委

託」に変更した。一方で，中国物権法が制定段階で

あったこともあって，先述の第 2条には「その他の処

分」という文言を信託法第 2 条に挿入せざるを得な

かったからであるとされる(24)。

この「その他の処分」とは，例えば，委託者が所有

権に基づき自己所有の不動産に地上権または抵当権等

を設定して，これらの権利を信託財産として受託者に

移転することである(25)。すなわち，信託の設定は，委

託者からの財産権の移転のみならず，その他の処分に

よっても信託を設定することが出来ることになる。信

託の設定を広く認め，経済活動における円滑な活用を

目指すことに鑑みて，「その他の処分」を条文に追加し

たものである。

（ｂ） 著作権信託と著作者人格権の譲渡性

繰り返しになるが，1991 年 6月から施行された旧著

作権法には，著作権の使用許可に関する規定のみが含

まれており，著作権の譲渡に関する規定はなかった。

また，当時，著作権関係の国際条約に加盟していな

かったし，著作権者の合法的権益への保護，著作権取

引を促すために，1997年から第一回の著作権法の改正

作業を行い始めた(26)。その後，WTO加盟に間に合わ

せる必要から改正作業が急ピッチで行われるようにな

り，2001 年 10月 27日に，改正著作権法を公布した。

現行著作権法 10 条においては，民法学者の深い影響

を受け，著作権を人格的権利と財産的権利に分けて定

めている(27)。その中で，4つの精神的権利について定

めている。すなわち，公表権（10 条 1項），氏名表示権

（2項），改変権（3 項）及び同一性保持権（4 項）であ

る。ここにいう精神的権利（著作者人格権）は著作権

法体系の趣旨によれば，譲渡できず，著作者に専属す

る。このうち，同条 4 項は，日本の著作権法の同一性

保持権の規定に極めて類似しており，「著作物が歪曲，

改纂されない」と規定されている。このことから，著

作者は他人が著作物に対する必要な修正を禁止する権

利がなく，禁止されるのは「歪曲」または「改纂」の

場合，特に「著作者に名誉損害を与える」場合の修正

に限定され，これをもって出版社の伝統的な仕事のプ

ロセスが著作権法の施行によって妨害を避けられると

される(28)。

なお，現在，中国著作権法の第三回改正案(29)におい

ては，改変権については，それ自体が同一性保持権内

容の 1つであり，これを削除しても何らの問題も生じ

ないはずであるという専門家の意見があった(30)。

そうすると，著作権の本来の特性，すなわち著作者

人格権と著作財産権とが分けられること，及びかかる

人格権は財産権と区別されている一身専属性を有する

とともにこの財産権と不可分の関係にもあるといった

理由によって，著作者人格権の譲渡に対する異議の問

題は当然であり，ひいては著作権信託には様々の困難

が生じる。

一方，近時，著作者人格権の処分を肯定する判例が

出現している。以下では，まず著作者人格権の処分を

認める判例がどのようなものであるかを検討する。そ

の上で学説の議論の現況を紹介する。

（２） 判例と学説の状況

（ａ） 判 例

① 王定芳 v．上海東方商厦有限公司に関する著

作権侵害紛争事件（(1993)徐民初字第 1360 号）

【事実の概要】

Y（被告）は，上海初の大型中外合資卸売商業企業

であり，1992 年 7月 3日に募集仕様書を定めた上で上

海「毎週ラジオテレビ新聞」を通じて，企業広告標語

を募集した。これに応じて，上海梅林食品有限公司の

職員である X（原告）は，投稿期限内に（同年 8月 27
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日）「世界風采，東方情韵―上海東方商厦」（以下，「本

件著作物❶」という。）を広告標語として応募したが，

Xの応募広告が，3回の審査を経て Yの審査委員会が

少し手を加えた上で，「世界風采東方情―上海東方商

厦」（以下，「本件著作物❷」という。）が広告標語とし

て選定された。同年 9月 4日に Yは，選定結果につ

いて本件著作物❷が企業広告標語等の１つとして，X

がその作者であることを上海「解放日報」の新聞記事

に掲載した。なお，新聞記事では，「採用された作品の

著作権等は Yに帰属する」等の記載があった。1993

年 1月 8 日に Xは，Yから自己の応募した広告標語

が採用されたことについての連絡を受けたものの，Y

が既にラジオ，テレビ，新聞等にて Xの広告標語を使

用していたことを知った。そこで，Xが Yに対し，本

件著作物❷の著作権は X に帰属することを主張し，

損害賠償請求などを求めた。

本件の主な争点は，①本件著作物❷という広告標語

は著作権法上の文字著作物に当たるか，② Xは本件

著作物❷という広告標語の著作(権)者であるか，③ Y

の行為が，Xの著作権を侵害するのか，等である。

【判旨の概要】

裁判所（中国語では人民法院。下同）は，まず，「X

が Yに対して投稿した広告標語である本件著作物❶

及び審査委員会が修正し確定した広告標語である本件

著作物❷の全てが文字広告標語に該当する。著作権法

3条の規定によれば，同法に言う作品（著作物）は文字

著作物を含む。著作権法実施条例（国務院令第 359

号）2条は，『著作権法にいう著作物とは，文学，芸術

及び科学の分野における独創性を有し，かつ，ある種

の有形的な形式で複製できる知的活動の成果をいう。』

と規定する。同条例 3条は，「著作権法においていう

創作とは，文学，芸術及び科学の著作物を直接に作り

出す知的活動をい」い，4条 1項は，「文字著作物とは，

小説，詩歌，散文，論文などの文字の形式で表現され

た著作物をいう。」と規定する。Xの応募した広告標

語は，Xは Yの募集要項に基づいて知的活動を通し

て創作した成果であり，創作者である Xの個性が強

く表出され，創作(個)性を具備している。著作権法と

その実施条例は，例示的方式で文字を素材とする著作

物を解釈する際に，広告標語については言及していな

かったとしても，かかる広告標語が文字著作物に該当

しないと推定することはできない。如何なる基準を

もってこのような新たな類型の文字様式を解釈するか

については，その創意工夫は文字著作物の特性要件を

満たすかどうかの観点から具体的に分析すべきであ

る。本件事案においては，本件著作物❷という広告標

語は独創性を有するもののみではなく，有形かつ固定

的な形式で複製することもできることから，完全に著

作権法等における特性要件の規定を満たしている。」

と述べ，「Xは広告標語である本件著作物❶の著作権

者であ」り，「Yが著作物の選定過程において Xの応

募著作物に文字修正をしたが，Xの創作を実質的に修

正しなかった。最後に採用された広告標語は Xの交

付した広告標語とは異なるところが存在したとして

も，その著作権は Xに帰属する。」とした上で，「Yが

選定結果を公布する際に一方的に『採用された作品

（著作物）の著作権等は Yに帰属する』旨の宣言をす

ることは，法に合致していない行為であり，支持しえ

ない。しかし，Yが広告標語を募集する目的は，広告

標語を通じて企業イメージを宣伝し，企業の影響力を

拡大するためのである。Xは Yの行った当該募集の

目的も承知している。したがって，Xがこれに応じて

応募し，Yが支払った選定奨励金を受け取ったことか

らみて，Xは，Yが合理的な範囲内において本件著作

物❷の使用を同意したことから，Yは企業の広告業務

範囲内に本件著作物❷を使用することは Xの著作権

の侵害にはならない。」とした。

② 劉毅 v．広西壮族自治区南寧煙草（グループ）

廠等に関する著作権侵害紛争事件（(2005)桂民三

終字第 3号）

【事実の概要】

上記①に続き，劉毅と広西壮族自治区南寧煙草（グ

ループ）廠（有限公司）との間の著作者（人格権）侵

害事件において，裁判所は，「特定目的の範囲内での使

用」につき，著作者人格権の譲渡性を肯定する旨を判

示した。事案の概要としては，次のとおりである。

Y1（被告）は煙草の販売等を業とする（グループ）

廠，Y2（被告。なお，Y1と併せて，「Yら」という。）

は，広告代理，広告デザイン，マルチメディア制作及

び包装設計などを業とする有限公司である。2002 年 8

月 22 日に Y1は，Y2との間で広告標語募集に関する契

約を締結した。本契約には「Y1は 90万 1,350 人民元

の出資をもって，Y2に広告標語募集活動に関する事項

及び，『真龍』煙草の広告標語の募集を全権代理させる

こと」「選定された広告標語の著作権は公布する日か
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ら Y1に帰属し，Y1は，商品である『真龍』の広告宣伝

や広告商品の制作等に関連する領域で広告標語を使用

することができる」と定められていた。

2002 年 9月 13日から，Y2は「南国早報」，「広西政

法報」などで「真龍」煙草の広告標語を募集した。募

集書には，「提出された著作物は全て返却しない。選

定された作品（著作物）の使用権，所有権は Y2に帰属

する」等の記載があった。その後，Xが創作した「天

高幾許？問真龍」（以下「本件著作物」という。）の広

告標語が Y2により採用されたものの，Y1は，Xの著

作物である「天高幾許？問真龍」から「？」を取り除

いて，「天高幾許問真龍」とし，自ら生産する煙草「真

龍」の包装，広告，公園入園券などでこれを使用し，

かつ，これをもって煙草「真龍」の販売促進活動を展

開していた。そこで，Xが Yらに対し，Yらの行為が

X の本件著作物に対する公表権，氏名表示権，改変

権，同一性保持権などを侵害したとして，訴訟を提起

した。

【判旨の概要】

裁判所は，まず，「著作権法にいう著作財産権とは，

著作者自らが使用，又は他人に授権して著作物を使用

させることをもって利益を取得する権利を指す。作品

（著作物）の使用権は，著作財産権の内容の 1 つであ

り，その中に，複製権，発行権，貸与権，展示権，実

演権，放映権，放送権，情報ネットワーク伝達権，撮

影製作権，翻案権，翻訳権，編集権等が含まれる。Y2

が募集書で「選定された作品（著作物）の使用権，所

有権は Y2に帰属する」と約定したことから，……委託

作品（著作物）である『天高幾許？問真龍』の使用権

は委託者である Y2に帰属すべきである。作品の使用

権は報酬権を取得することの基礎であり，使用権を譲

渡する際にそれなりの報酬取得の権利も譲渡すること

を意味する。言い換えれば，著作財産権は委託者の

Y2に帰属するが，著作者人格権については委託契約に

は明文の約定がないため受託者の Xに帰属する。」と

判示した上で，「本件著作物が委託（創作）作品である

ことから，著作財産権は約定に基づく Y2に帰属する。

Xが著作財産権を Y2に譲渡したならば，Xは Y2が本

件著作物を公表することを認めることと推定すること

ができる。なぜなら，著作物を公表しないならば，著

作物を使用することができず，著作財産権の行使もで

きないからである。」とした。

そして，同一性保持権の侵害の有無について，裁判

所は，「改変権，即ち著作物を改変する，又は他人に授

権して著作物を改変させる権利である。同一性保持

権，即ち著作物が歪曲，改纂されないよう保護する権

利である。Y1が Xの著作物『天高幾許？問真龍』の

『？』を削除し，『天高幾許問真龍』をもって生産した

『真龍』煙草の宣伝広告に用いていたが，Y1の本件著

作物に対する改変は著作物の性質及び利用の目的及び

態様に照らしてやむを得ずに行った改変である。この

改変により Xの『天高幾許？問真龍』の著作者として

所有する人格的な利益は損なわれておらず，Xの当該

本件著作物の改変権及び同一性保持権は侵害されてい

なかった。」とした。

これ以降，判例は他の事例でも同様の判断仕組みを

採用するようになっている。例えば，2007年の李树型

と张之亮との間の著作権侵害紛糾事件判決がある(31)。

この事件の主な争点は，包括的な約定についての効力

問題である。裁判所（北京市第二中級人民法院）は，

「……契約にある本件著作物に関する全ての著作権を

P 社に帰属するとの約定は明確なものとは言えず，著

作者人格権を含む全ての著作権を譲渡すると推定する

ことができない」ものの，「P 社から本件著作物（墨子

之戦）の創作の委託を受けた著作者が，映画を撮影す

ることはその目的であることから，著作者は，本件著

作物を映画撮影に使用する際の二次的著作物の創作に

関する問題に明確に限定しない限り，P 社か著作者か

を問わず本件著作物をもとに二次的著作物を創作した

ことは委託創作の目的に違反しないことであ」り，改

変権，同一性保持権の侵害に当たらない，と判示する。

（ｂ） 著作者人格権の処分に関する学説の状況

改めて述べるまでもなく，1990 年旧著作権法には著

作権の譲渡制度に関する明確な規定を設けていない。

同法の施行以来，著作者等の権利の保護や，経済の発

展，文化の繁栄を実現するとともに，経済や科学技術

の急速な発展に伴って，新たな著作権保護に関する制

度を構築するかという問題が提起されている。そこ

で，1998 年 11月 28 日に国務院が全国人民代表大会常

務委員会に提出した「中華人民共和国著作権法修正

案」（草案）においては，「著作権の譲渡が財産権のみ

に限定される『草案』の規定は現実の実務に相応せず，

著作者人格権の譲渡（処分）は現実に存在したため，

立法論として明示的に規定すべきである。」と指摘さ

れている(32)。また，著作者人格権の譲渡可能性の有無
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問題は，議論のところがあり，理論の問題だけではな

く，立法論としても極めて厄介な問題であるという見

解もある(33)。

この問題をめぐる学説については，2001 年著作権法

の制定前から今日まで盛んに議論されてきている。同

法が施行されて以来，処分は許容され得るかや，処分

の範囲などについては異なる見解が見受けられる。こ

れらの論者の主張を内容面から整理すると，概ね，❶

著作者人格権は著作者の行使上の一身専属性があるた

め，譲渡を認めない見解（譲渡禁止無効説），❷著作財

産権か著作者人格権かを問わず譲渡性を認める見解

（譲渡自由有効説），❸著作物の特性に基づいて著作者

人格権の譲渡が限定的に許容される見解（解釈により

限定有効説）の 3つに大きく分けられる。以下では，

著作権法における著作者人格権の譲渡性の所在に関す

る議論を見てみる。

（ａａ） 譲渡禁止無効説

まず，従来の学説においては，著作者人格権は著作

者に行使上の一身専属性があるため，譲渡を認めない

見解が少なからず見受けられた。すなわち，著作者人

格権に関わる権利の全てが譲渡できないとされてい

る。例えば，江平は，1990 年旧著作権法において，著

作権の譲渡性の当否を定められなかったその理由は

「著作（財産）権を出版社に譲渡し独占的に出版する行

為自体は，作者（著作者）にとっては使用であるのに

対して，出版社にとっては譲渡である。」と指摘したう

えで，「ここでは『譲渡』との文言が使われていなかっ

たのは，著作権における財産権は譲渡することができ

るが，著作者人格権は譲渡できないから，著作者人格

権を含む全ての権利を譲渡することができるというイ

ンパクトを避けるために，『譲渡』という表現は使用さ

れなかった。」(34)とする。

その具体的な理由としては，著作権は一種の法定の

権利として，法律の中で作者の譲渡権を明文化しない

限り，譲渡することができない。著作権法において

は，著作者は他人への使用の許諾を与える権利を享有

する旨の定めのみを規定し，著作者人格権「譲渡」の

権利は規定されていないから，現行の法律に基づいて

厳密に解釈すれば譲渡は認められないとの見解(35)や，

「著作者人格権は永久性，不可分割性などの性格を有

しており，かつ，作者の人格も反映する。そして，こ

れらの権利は作者本人の行使の一身専属性があり，譲

渡不可であるとともに，かかる財産価値を評価するこ

とも困難である。」ことから，譲渡を認めないという方

向性を示す見解も見られる(36)。

（ｂｂ） 譲渡自由有効説

以上の見解に対して，著作者人格権は，自由に譲渡

できるのが原則であるとの見解もある。すなわち，著

作者人格権は財産権の一種であり，その譲渡を容認す

ることは経済的利益の促進，文化の発展や人類文明の

進歩を促すことや，著作者人格権の譲渡を容認するな

らば，それと著作財産権との間の衝突を防ぐことがで

きる。中国著作権法はいわゆる「一元論」を採用して

いるため，経済的権利と精神的利益とを含む著作権

は，全体として譲渡することができることなどが指摘

されている(37)。

（ｃｃ） 解釈により限定有効説

学説の中では，解釈により譲渡の有効性を限定的に

肯定する見解が多数である。すなわち，著作者人格権

は絶対的に譲渡をすることができないが，内容の異な

る権利として，特定の条件についてのみ譲渡制限を付

すことができる。例えば，韋之は，著作者人格権につ

いては，著作者は場合によって放棄することができ，

さらなる限定的譲渡もできると示している。具体的に

は，「著作権における精神的権利は著作者との緊密な

関係によって，譲渡できる部分と譲渡できない部分と

に分けられる。例えば，公表権，同一性保持権などは

著作者の特別の許可のもとで譲渡することができる。

これに対して，氏名表示権，改変権などは絶対的に譲

渡が認められない権利である。」とされる(38)。さらに，

技術の発展に伴って，コンテンツ，コンピュータプロ

グラム，半導体チップ等のような新型作品（著作物）

が現れている。このような新型作品は「精神的要素」

の部分が極めて微小で，また主に工業産品の一種とし

て見出される。要するに，ここにいう精神的権利は現

代の著作権法の中で地位が従来より減少しつつある傾

向が示されている(39)。

また，鄭成思は，「（作者の）著作権における精神的

権利は著作権の取引の際に譲渡できないのに対して，

承継の際に譲渡（正確に言えば，移転）することがで

きる。換言すれば，民法の視点から少なくともこの権

利が『相続人に代わって行使できる』ともいえる。」と

解している(40)。また，「『合理的』かつ『制限』された
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条件の下で，精神的権利の放棄を認めることは著作権

紛争を扱う際に生じる不公正を減らすのに役立ってい

る。」との見解も見られる(41)。その際，精神的利益の

譲渡に伴ってそれなりの財産権の譲渡も発生すること

から，①著作権者が譲渡について同意をすること，②

経済的な利益の譲渡の種類の特定，③経済的な利益の

譲渡の期限の設定，④経済的な利益の譲渡の範囲の特

定が必要な 4つの「条件」として求められる，という

見解もある(42)。

そして，著作者人格権が人格的利益を有することを

理由にその譲渡が認められないことは著作物の円滑な

利用を阻害し，ひいては著作権の取引に不当な制約を

与えるという方向性を示す見解もある(43)。

さらに最近では，著作者人格権の「放棄」を承認す

る李明徳の見解もある(44)。その理由は，「自然人の人

格権とは異なり，著作者の精神的権利は作品（著作物）

を利用することをもって表出されることができるか

ら，……著作物の放棄という手段を容認することがで

きる。」とされる。

このほか，著作者人格権と信託との視点から譲渡の

有効性を限定的に肯定する見解がある。すなわち，未

公表の作品は譲渡することができるが，既に公表した

作品の署名権は譲渡することができないという見解で

ある(45)。もっとも，公表権，改変権，同一性保持権の

全ては譲渡することができ，著作権信託の目的を実現

するために，これらを信託の対象とすることもでき

る。その理由としては，公表権信託はそのほかの著作

（財産）権の経営管理の前提になっており，改変権及び

同一性保持権に対しての信託は，信託利益を最大化す

ることができるのに対し，署名権は信託ができないわ

けではなく，ただ社会的なイデオロギーのために，信

託の対象となってはならないとされる(46)。

（３） 小 括

以上，著作者人格権の譲渡（処分）の意義について

の判例・学説などを検討してきた。判断・主張された

時期や文脈がそれぞれ異なるものではあるが，まとめ

るならば，以下のとおりである。

第 1に，以上の概観から明らかになったことは，日

本と中国のかかる規定の趣旨及び解釈論への展開は根

拠，内容は必ずしも同一でないが，著作者の核心的な

精神的権利を保護することは一致している。著作者人

格権譲渡の禁止という規定は，譲渡性の「人格的利益」

への妨害との特性を有する契約における精神的利益に

関する著作者の人格権の保護を図る手段として規制さ

れるに至ったものである。これに対して財産(権)譲渡

契約についてのみ著作権の譲渡性が認められたことか

らわかるように，著作権の譲渡性の可否の判断にあ

たっては，かかる譲渡をめぐる著作者の当該譲渡への

処分権限の所在により形成されることが譲渡性の認容

の根拠である。

第 2 に，著作者の財産（著作物）に対する「放棄」

概念は，著作者のための処分権限内の「精神的権利」

及び「経済的権利」の全てを認めることにより委託者

の「利用」という名を借りての「譲渡」的な効果を認

めたのであり，それが著作者の人格権の譲渡（信託）

が認められる根拠とされたのであると評価できる。他

方，著作者人格権の「放棄」という概念が創出された

場合，かかる自らの権利を譲渡すること自体に認めら

れるとの疑問の余地が少なくなるとしても，権利譲渡

と言われる処分権を著作者は有しているのであり，そ

の権利の行使・譲渡が著作権法における著作権者等の

精神的権利を保護する立法趣旨に抵触しうるかどうか

という視点から特に検討する必要があると考える。

第 3に，著作者の処分権はその者の固有のものとい

うことがあまり疑われず，譲渡権利の認められる限

界・程度の問題もかかる著作者の権利のうち精神的権

利と財産的権利との処分の可能権限に対応する部分

（著作権法が特別に認められた部分）でしかありえな

いということもあまり疑われなかったのである。この

点については，既に述べた中国法の現状からわかるよ

うに，著作者人格権の譲渡性に関する学者・判例の多

くは，処分（譲渡）の範囲の約定の有無を問わず，「特

定目的の範囲内での使用」につき柔軟な解釈により譲

渡できることと認められる。

３．著作者人格権の処理のあり方についての検討

（１） 解釈論

（ａ） 一般的人格権の性格に基づく譲渡性の問題点

上述のとおり，著作権における著作者人格権には

「精神的権利」部分の利益どちらか一方含まれており，

ここにいう著作者人格権と自然人が当然に享有する一

般的人格権とは必ずしも同質のものとは言えない(47)。

また，この場合には，特に理論上財産的権利と人格的

権利が極めて分離しにくく，または分離できるとして

も，社会的一般的観念から見れば，かかる著作者の権
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利に障害が生じる恐れのあるときは，処分権限への柔

軟な解釈が必要である。

（ｂ） 著作者の利益保護の視点に基づく譲渡性

以上の(a)の方向性に対しては，人格権の性格から

演繹的に著作者人格権の譲渡性の肯定への導きではな

く，単純に権利譲渡の包括性という側面から出発して

著作権集中管理を含む処分手続の中で譲渡に値する経

済的側面の利益を配慮して事前に譲渡性の肯定へも導

くものと解する方向がある。この立場では，譲渡性を

否定する解釈を認める必然性がなく，原則として譲

渡・処分行為の適法性について認めることが考えられ

る。

この場合における包括的処分権利を有する著作者に

ついては，(a)の場合と異なり，「精神的権利」につい

ても包括的な権利について譲渡性を認めることにつな

がる。そうであるとすると，ここでは(a)(b)のいずれ

の視点から譲渡性を認めるべきか。結論としては，日

本では(b)の事前的認容，公序良俗違反の有無の事後

的な判断の発想に基づく譲渡性制度に移行することを

検討すべきであると考えられる。確かに，著作者につ

いて，譲渡・処分権の範囲でのみ譲渡性を与える考え

方は，著作者人格権の特性に即したものということが

でき，歴史的な役割はあったというべきである。

ところが，現代の状況はかなり変わっている。すな

わち，まず，(a)のタイプの譲渡性が規定された時点で

は，譲渡性は著作者に固有のものと考えられていた

が，その後，譲渡性は決して著作者に固有のものとは

考えられていない。そして，著作者人格権の全てを同

じ内容のものとして考える必要はないとされ，著作者

人格権には一般的人格権に相当するものと，著作権法

によって特に認められたものとが混在していることか

ら，その部分は放棄できるという柔軟な解釈が可能に

なる(48)。また，現実の実務おいても，著作者の包括的

な処分権について譲渡性を認めるのが通例となってい

る(49)。こうした状況では，譲渡性の範囲を事前に限定

すること，または「放棄」を無効にすることは著作者

の地位をかえって不利益なものとすることなる。例え

ば，著作者は人格権を放棄することによって高い経済

的利益を期待しても，その放棄が無効とされたので

は，その著作物は市場においてリスク分だけ低い評価

を受けることになることから，自己の著作物の経済的

価値の最大化を図ることが認められないならば，著作

者の保護に欠けると考える。

さらに，(a)のタイプの譲渡性は，沿革を辿ると，人

格権に関わる一切の利益を認められないとする学説が

完全に克服されていなかった時期にそのような考え方

と結びついて制定されたものであり(50)，また，中国に

おいても判例・学説の多くは，完全な制限または否定

の方法を採用したわけではない。いずれにせよ事後的

判断はその後克服されたとみてよく，これを根拠に著

作者の財産権についてのみ譲渡性を認める絶対的な必

然性はないというべきである。

この著作者の財産権と絡んでいる人格的利益の部分

についても著作者の譲渡性を認めた実質的な理由は，

著作者の契約に基づく処分権利の自由行使に関する権

利は絶対的に保護しなければならないということであ

る。

このような考えによれば，(b)のような観点から，

解釈論として「原則的」には包括的権利の処分の有効

性は認めるものの，処分の範囲を判断する際に，著作

物の特性や処分の目的などを勘案し，著作者人格権の

譲渡性の成否を判断すべきである。その際に，譲渡性

の法律構成としては，日本では，「包括的権利の譲渡

性」とされることになると思われる。また(b)の観点

では，事前に人格的利益を含む著作者の包括的権利へ

の処分の譲渡を認めることになるので，既存の法制度

を前提とすれば著作者の「人格的権利の譲渡性」にな

るのである。特に，マルチメディア時代の今，人格の

露出の程度が低い著作物については著作者人格権を弱

く解し，事前の包括的な契約によってその譲渡性を認

める必要がある(51)。当然のことであるが，(b)のよう

な観点から，著作者の譲渡権を規定・理解しようとし

た場合には，譲渡する権利の限度をどのように決定す

るかという難しい問題が伴っている。とりわけ，人格

権の問題は微妙であり，契約によりどの程度の処理が

可能かという点については必ずしも明確ではない。そ

して，近時コンテンツやプログラムなどのようないわ

ゆる「新型著作物」の場合は，人格権を全く否定する

わけではないが(52)，経済財に傾いているのに対して精

神的権利との関係が薄いといった事情から見れば，譲

渡は認められる傾向になる。
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（２） 補 論

―新信託法における解釈論―

（ａ） 解釈する前提条件

繰り返すことになるが，日本では，実務ではいくつ

かの事例においては例外的な処理または著作者人格権

の譲渡の必要性が認められている。ここでは，もっと

も典型的な例としては著作権の集中管理について述べ

る。その際に，著作権は，著作権管理団体が一括して

管理を行い，著作権が著作者から著作権管理団体に信

託譲渡されることが多いが，著作者人格権は譲渡性が

ないとされるため著作者のもとに残る譲渡性は著作権

法の行為規範性から来る性質である。著作物の利用

は，著作者と離れて個人的利用者のところにおいても

行われることが通常である(53)。また，従来の信託法 2

条の規定の対象たる「財産」が認められる根拠は，有

力学説によれば，「財産の管理又は処分」と述べる(54)。

この規定の前身は旧信託法 1条であるが，現行規定

は，2006 年信託法の制定に際して新設された規定であ

り，信託財産の移転についてはここで触れていなかっ

たが，新信託法では信託財産の委託者・受託者間の移

転を伴わない自己信託を明文で認めたと説明されてい

る(55)。その結果としては，2006 年信託法ではより幅

広く信託の設定が許容されており，より多くの取引が

「信託」と認定されることが可能性となっている(56)。

これに対して，この規定が置かれた前後を問わず

に，人格権の信託についてはかねてより全面的に否定

すべきものとして論拠されている(57)。そして，著作者

人格権については，著作権法 59 条の譲渡性がないと

定められて，信託も設定しえないものと解されている

のが通例であるので，一般的に著作（財産）権部分の

み信託法に求められる要件が満たされ，信託を受ける

形で著作権信託が実施されている。

ところで，著作権とは財産権的な要素と人格権的な

要素とを合わせ有するものである。すなわち，このう

ち，著作者人格権は権利範囲ないし権利行使態様の側

面から著作権との間で重複・錯綜を来す場合の生ずる

ことがかねてより指摘されてきた(58)。著作者人格権

といっても，その内容となる個々の権利には特性があ

り，加えて，著作物の性質，利用形態も考慮に入れる

とき，著作者人格権を画一的な仕方で制限することは

できない(59)。つまり，「強い著作者人格権」と「財とし

ての価値」とはトレードオフの関係に立つこともあり

得るという側面を無視してはならない。また他方，著

作権を財産的価値だけで割り切ることもできず，著作

物が著作者の人格の発露である以上，金銭とは関係な

く自己の著作物が著作者人格権によって守られること

を望む著作者の要求も否定することはできないといっ

た側面に鑑みて，結局その間の調整の問題となる(60)。

（ｂ） 解釈する方向性

旧信託法 1条は，委託者となるべき者が受託者とな

るべき者に対し，「財産権ノ移転其ノ他ノ処分」をする

ことを要すると設定しているのに対し，2006 年信託法

は，旧信託法が「財産権」を必要要件とした「財産権

の移転・処分」との規定に代えて，「財産の譲渡，担保

権の設定その他の財産の処分」と規定したうえで，単

に金銭的価値に見積もることのできる「財産」と解釈

していることが明らかとなった(61)。これにより，信託

を利用して担保権の設定ができることも明らかにされ

た(62)。

また，この第 1条における「財産権ノ移転」につい

ては，委託者が，既に有する権利を受託者に移転する

ことのほか，新たに地上権，担保権などを設定して受

託者がこれらの権利を有するものとすること（いわゆ

る設定的移転）も含まれるとの解釈(63)が有力であるこ

とから，前者の例示として「財産の譲渡」を，後者の

例示として「担保権の設定」（いわゆるセキュリティ・

トラスト）を掲げている(64)。

さらに，実務の論点としては，設定的移転による信

託の方法の新設に伴う実務上の影響については，信託

の方法としての「財産の処分」行為にいわゆる設定的

移転が含まれることが明らかとなった。また，そもそ

も従来，このような設定的移転による信託行為を行お

うとする場合には，実務上，一旦金銭信託により信託

を設定した上で，当該信託目的の財産について受託者

との間で別途設定するといったプロセスを経る例も

あったと思われるが，新法ではこのような迂遠なプロ

セスは不要であることが明らかとなっている(65)。

４．結びにかえて

以上の検討から，そもそも内容的に重複のある著作

権と著作者人格権とが，両者の性質を全く異なるもの

と考えることに問題がある。著作者人格権の「処分」

を肯定する余地があれば，翻案権・翻訳権等とそれと

同内容の著作者人格権の一部を一括譲渡すること，あ

るいは著作者人格権に利用権を設定することも可能と
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なり，そのような構成を譲渡性への認容を理由に認め

るべきである。このような視点で譲渡性を理解しよう

とする場合には，著作者の信託会社に対する譲渡可能

の権利が譲渡権の対象となるようにすべきである。

このように考えると，著作権法は著作財産権の譲渡

性のみを規定し著作者人格権の譲渡性についての規定

をしなかったとしても，著作権自身の属性，内容及び

現実において著作権を貿易の対象とする際に，著作者

人格権を含めてその譲渡性を認める余地があるのでは

ないかと思われる。
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